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─────────────────────────── 

 

午後 ２時００分開会 

○議長（上條 温） お疲れ様でございます。 

  開会に先立ち、ご報告申し上げます。 

  このほど、山形村議会において松本広域連合議会議員の交代があり、大月民夫議員が再選

されましたので、ご紹介を申し上げます。 

  また、塩尻市議会の中村 努議員から本日の会議を欠席する旨の届出がありましたので、

ご承知願います。 

  これより令和６年松本広域連合議会第１回臨時会を開会いたします。 

  現在までの出席議員は23名でありますので、定足数を超えております。 

  よって、直ちに本日の会議を開きます。 

  最初に報告事項を申し上げます。 

  広域連合長より議案が４件提出されております。あらかじめ皆さんのお手元にご配付申し

上げてあるとおりであります。 

  本日の議事は、お手元の議事日程をもって進めます。 

 

─────────────────────────── 

 

日程第１ 議席の指定 

○議長（上條 温） 日程第１、議席の指定を行います。 

  このたび再選された山形村議会選出の大月民夫議員の議席は、会議規則第４条第２項の規

定により、議長において、お手元にご配付いたしました名簿のとおり20番に指定いたします。 

 

─────────────────────────── 

 

日程第２ 会議録署名議員の指名 

○議長（上條 温） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第129条の規定により、議長において、11番、北村直樹議員、
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12番、平間正治議員、13番、上條美智子議員を指名いたします。 

 

─────────────────────────── 

 

日程第３ 会期の決定 

○議長（上條 温） 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  今期臨時会の会期は、本日１日といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（上條 温） ご異議なしと認めます。 

  よって、今期臨時会の会期は、本日１日と決定いたしました。 

 

─────────────────────────── 

 

日程第４ 常任委員の選任 

○議長（上條 温） 日程第４、常任委員の選任を行います。 

  常任委員会委員の選任につきましては、松本広域連合議会委員会条例第８条第１項の規定

により、議長においてお手元の常任委員名簿に記載のとおり指名いたします。 

 

─────────────────────────── 

 

日程第５ 議案第１号及び第２号並びに報第１号 

○議長（上條 温） 日程第５、議案第１号及び第２号並びに報第１号の以上３件を一括上程

いたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  臥雲広域連合長。 

○広域連合長（臥雲義尚） 令和６年松本広域連合議会第１回臨時会を招集しましたところ、

議員の皆様方にはそろってご出席をいただき、厚く御礼を申し上げます。 

  初めに、３月28日に執行されました松本広域連合広域連合長選挙において、関係市村長の

皆様による投票の結果、引き続き広域連合長としてその職責を担わせていただくことになり



－6－ 

ました。改めて身が引き締まる思いでございます。 

  私たちの住む松本地域は、山高く、水清くして風光る。雄大な山々、清らかな川、そして

豊穣な大地に育まれた自然の恵みを受け、人々の生活が営まれています。広域連合長として、

松本地域の住民の皆様の負託に応え、この松本地域の発展と安全・安心な暮らしのために尽

力してまいりたいと存じます。議員の皆様、そして住民の皆様のご理解とご協力を賜ります

よう、よろしくお願い申し上げます。 

  また、今年２月の定例会以降、山形村議会において議長選挙が行われ、大月民夫議員が再

選されました。大月議員におかれましては、松本地域のさらなる発展のためにお力添えをい

ただきますよう、改めてお願い申し上げます。 

  それでは、令和６年度初めての議会となりますので、広域連合の重要な業務について若干

申し上げます。 

  気象庁によりますと、この夏は、地球温暖化や春まで続いていたエルニーニョ現象の影響

で、全国的に平年より気温が高く、猛暑が予想されると発表されました。松本でも、先週末

から７月上旬とは思えない猛暑に見舞われています。 

  昨年度、国内の熱中症による救急搬送人員は９万人を超え、これは平成20年の調査開始以

降２番目に多い搬送人員であり、松本地域の熱中症に係る救急件数も230件と急増している

状況です。このため環境省では、従来の熱中症警戒アラートに加えて、熱中症特別警戒ア

ラートの運用を全国で開始しました。 

  こうした平均気温の上昇や降水日の減少、春先の空気の乾燥と相まって、全国各地で林野

火災が発生し、松本地域では、４月に発生した松本市中山地区の林野火災において、消防局、

消防団及び防災ヘリ延べ78隊、466名が３日間にわたり懸命な消火活動を行いました。 

  先月27日には、全国を震撼させた松本サリン事件から30年の節目を迎えました。発災当時

は、原因が特定できない混乱の中で、消防局では消防車の救急・救助に全力を尽くしました。

その後、平成14年に、核や生物・化学物質による災害に対応するため、芳川消防署に特殊災

害対応隊を配備し、管内のみならず、要請などに応じて出動する緊急消防援助隊としても活

動しています。 

  過去の災害を教訓としながら、今後も大規模・多様化する災害に対処できるよう、継続し

て消防体制の整備を進めていく必要があります。松本広域消防局では、今年度、消防通信指

令システムの全面更新を予定していて、10年先を見据えて、地域の大規模災害等に対応でき

るシステムの構築に努めてまいります。 
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  一方、将来の消防体制につきましては、今年の松本広域連合議会２月定例会の消防委員協

議会でご報告申し上げた消防の連携協力実施計画によりまして、指令の共同運用を中・長期

目標として掲げました。さらに、４月からは新たに松本・諏訪・上伊那地域消防連携協力協

議会を立ち上げ、指令の共同運用以外の将来的な連携、協力の可能性など、広域的な消防体

制の在り方についても検討を進めています。 

  火災予防業務につきましても、引き続きユーチューブ「松本広域消防チャンネル」、Ｘな

どのＳＮＳを活用した火災予防広報を行い、火災発生の防止に努めています。詳細につきま

しては消防委員協議会でご説明いたします。 

  次に、これら消防事業の財源であります関係市村からの消防費負担金の見直しについて申

し上げます。 

  松本広域消防局の発足後30年が経過し、関係市村の人口動態や出動件数などの状況が変化

していることを踏まえ、昨年度から消防費負担金の検討を行ってまいりました。近年は、負

担金の算定基礎となる消防費基準財政需要額の算定方法が変更されたことにより、東筑摩郡

５村に係る負担割合が増加傾向にあるため、関係市町村の協議を重ね、新たな算定基準案を

決定いたしました。本件に係る広域連合規約の変更を含めてお諮りするものであり、詳細に

つきましては今日、議員協議会でご説明いたします。 

  続きまして、広域観光について申し上げます。 

  今、松本地域は、国内外からの大勢の来訪者でにぎわっています。この夏、ジェット化か

ら30年の節目を迎える信州まつもと空港の昨年度の利用者数はおよそ26万人で、開港以来２

番目の実績となり、インバウンド、外国人旅行者につきましては、コロナを乗り越え、円安

を追い風に急増しています。広域連合としましても、今年度はこうした大きな流れをつかめ

るよう、この地域を一つの観光圏と捉えて情報発信する観光ナビゲートサイト「＃まつもト

コトコ」に、国や県の補助金を活用して、インバウンド向け広域周遊観光の促進と滞在期間

の延伸を目指すＡＩコンシェルジュ機能を搭載させ、積極的な事業展開をしてまいります。 

  先月から１か月にわたり、令和４年度に発刊した松本地域写真集の写真展を開催し、併せ

てフォトコンテストを実施しています。９月には、地域観光に携わる関係者を広く参集し、

持続可能な観光地経営の実現とインバウンドをテーマにした広域観光セミナーを計画してい

ます。詳細につきましては総務民生委員協議会でご説明いたします。 

  終わりに、介護認定審査について申し上げます。 

  関係市村では今年度、第９期介護保険事業計画を策定し、向こう３年間の保険料が公表さ
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れました。団塊の世代が後期高齢者の年齢に達する2025年を目前に、介護保険料が増加傾向

にある中、松本地域におきましても今後介護認定の審査件数が増加していくことが想定され

ます。現在、国が推進するＩＣＴ等を活用したオンラインによる審査会を導入し、審査件数

が集中する時期は臨時の審査会を開催していますが、今年度は国が推進する審査判定の簡素

化をスタートするなど、超高齢化社会の到来に合わせた審査会の運営を進めてまいります。 

  改めまして、８市村の住民の皆様が安心・安全に暮らしていくことができますよう、魅力

ある松本地域を国内外に発信し、さらなる進化を目指して事務事業に取り組んでまいりたい

と考えておりますので、議員の皆様におかれましても、これまでと同様、ご支援とご協力を

賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

  それでは、ただいま上程されました財産の取得２件、専決処分の報告１件の計３件の提出

議案につきまして、一括してご説明申し上げます。 

  まず、議案第１号及び第２号の財産の取得については、いずれも更新時期を迎えた消防車

両で、渚消防署と豊科消防署に配置する3,000リットル水槽付消防ポンプ自動車、塩尻消防

署に配置する救助工作車をそれぞれ取得するものでございます。 

  次に、報告第１号の令和５年度松本広域連合一般会計補正予算（第３号）につきましては、

地方自治法第179条の規定により３月22日付で専決処分をしたインターネットオークション

に伴う消防車両の売却、能登半島地震緊急消防援助隊活動費負担金に係る国庫支出金の受入

れ、緊急消防援助隊出動に伴う旅費、職員手当等、消防施設等整備基金の積み増しに伴うも

のを報告しています。 

  以上、本日提案いたしました議案等につきましてご説明申し上げました。よろしくご審議

を賜りますようお願い申し上げます。 

  なお、後ほど助役の人事案件を提案させていただきますので、併せてよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（上條 温） ただいま広域連合長から上程議案に対する説明がありました。 

 

─────────────────────────── 

 

日程第６ 議案に対する質疑 

○議長（上條 温） 日程第６、議案第１号及び第２号並びに報第１号の以上３件に対する質

疑につきましては、発言通告者がありませんでしたので、質疑は終結し、直ちに議案の委員
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会付託を行います。 

  ただいま議題となっております議案第１号及び第２号並びに報第１号の以上３件につきま

しては、一層慎重審議を期するため、お手元にご配付いたしてあります委員会付託案件表の

とおり、所管の消防委員会に付託いたします。 

  本会議は委員会審査等のため休憩し、委員会審査終了後、直ちに再開いたします。 

  暫時休憩いたします。 

午後 ２時１７分休憩 

午後 ３時４５分再開 

○議長（上條 温） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────────────────── 

 

○議長（上條 温） 最初に、報告事項を申し上げます。 

  常任委員会において正副委員長の互選が行われ、それぞれ決定しておりますので、ご報告

を申し上げます。 

  総務民生委員長に林 孝彦議員、同副委員長に平間正治議員、消防委員長に太田 讓議員、

同副委員長に牛丸仁志議員、以上のとおりであります。 

 

─────────────────────────── 

 

日程第７ 委員長審査報告 

○議長（上條 温） 日程第７、議案第１号及び第２号並びに報第１号の以上３件を一括議題

として、委員長の報告を求めます。 

  消防委員長、太田 讓議員。 

○消防委員長（太田 讓） 消防委員会の報告を申し上げます。 

  委員会は、付託された議案３件につきまして慎重に審査いたしましたので、その結果につ

いてご報告申し上げます。 

  最初に、議案第１号 財産の取得について（水槽付消防ポンプ自動車）、議案第２号 財

産の取得について（救助工作車（Ⅱ型））、以上２件につきましては、いずれも異議なく可

決すべきものと決しました。 
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  次に、報第１号 令和５年度松本広域連合一般会計補正予算（第３号）につきましては、

インターネットオークションによる消防車両の売却に伴う売払収入、今年１月に発生しまし

た能登半島地震に緊急消防援助隊として出動した際の経費等を計上し、３月22日付で専決処

分されたものであり、異議なく承認すべきものと決しました。 

  以上を申し上げ、当委員会の報告といたします。 

○議長（上條 温） 以上をもって委員長の報告は終わりました。 

  委員長の報告に対し、質疑のある方の発言を求めます。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（上條 温） ないようでありますので、質疑は終結いたします。 

  次に、以上の案件に対し、意見のある方の発言を求めます。意見はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（上條 温） ないようでありますので、これより採決いたします。 

  議案第１号及び第２号並びに報第１号の以上３件につきましては、委員長の報告のとおり

決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（上條 温） ご異議なしと認めます。 

  よって、以上の案件は委員長の報告のとおり可決及び承認されました。 

 

─────────────────────────── 

 

日程第８ 議案第３号 

○議長（上條 温） 日程第８、議案第３号 助役の選任についてを上程いたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  臥雲広域連合長。 

○広域連合長（臥雲義尚） ただいま上程されました助役の選任についてご説明申し上げます。 

  去る４月14日をもって任期満了となりました助役の嵯峨宏一氏の後任に、新たな助役とし

て中野嘉勝氏を選任しようとするものでございます。何とぞご同意くださいますようお願い

申し上げます。 

○議長（上條 温） お諮りいたします。 

  ただいま上程になりました議案第３号につきましては、直ちに採決いたしたいと思います。
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これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（上條 温） ご異議なしと認め、採決いたします。 

  議案第３号 助役の選任については、これに同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（上條 温） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第３号は、これに同意することに決しました。 

  この際、暫時休憩いたします。再開は、午後４時ちょうどといたします。 

午後 ３時５０分休憩 

午後 ４時００分再開 

○議長（上條 温） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────────────────── 

 

○議長（上條 温） この際、中野嘉勝助役から挨拶があります。 

  中野助役。 

○助役（中野嘉勝） 発言の機会をいただきましたので、助役就任に当たりましてご挨拶を申

し上げます。 

  先ほどは私の助役の選任にご同意を賜り、誠にありがとうございました。ただいま臥雲連

合長から辞令を受けまして、改めてその重責に身の引き締まる思いでいるところでございま

す。何分微力ではございますが、職員の協力をいただきながら連合長を補佐し、助役として

の責務を果たしてまいりたいと考えております。議員の皆様方におかれましては、一層のご

指導を賜りますようお願いを申し上げ、助役就任に当たりましてのご挨拶といたします。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

─────────────────────────── 

 

日程第９ 閉会中の継続調査に付することについて 

○議長（上條 温） 日程第９、閉会中の継続調査に付することについてを議題といたします。 

  総務民生委員長及び消防委員長から、お手元にご配付いたしました申出書のとおり、閉会
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中の継続調査の申出があります。 

  お諮りいたします。 

  各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査に付することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（上條 温） ご異議なしと認めます。 

  よって、各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査に付することに決しました。 

 

─────────────────────────── 

 

○議長（上條 温） 以上をもって、今期臨時会に付議された案件は全部議了いたしました。 

  これをもって本日の会議を閉じ、令和６年松本広域連合議会第１回臨時会を閉会いたしま

す。 

午後 ４時０２分閉会 

 


